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学校給食の管理

＜学校給食における栄養管理＞

学校給食実施基準 学校給食法第８条

学校給食摂取基準や食品構成、食事内容等に配慮した献立作成、

適切な栄養管理

＜学校給食における衛生管理＞

学校給食衛生管理基準 学校給食法第９条

食中毒防止、異物混入防止、食物アレルギー対応 等
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マニュアルの活用
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学校給食衛生管理基準

第１ 総則

第２ 学校給食施設及び設備の整備及び管理に係る衛生管理基準

第３ 調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準

第４ 衛生管理体制に係る衛生管理基準

第５ 日常及び臨時の衛生検査

第６ 雑則
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学校給食施設

●学校給食施設は、「学校給食施設の区分」に従い区分することとし、調理場は、二次

汚染防止の観点から、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の作業区域に部屋単位

で区分すること。

ただし、洗浄室は、使用状況に応じて汚染作業区域又は非汚染作業区域に区分すること

が適当であることから、別途区分すること。また、検収、保管、下処理、調理及び配膳

の各作業区域並びに更衣休憩にあてる区域及び前室に区分するよう努めること。

●ドライシステムを導入するよう努めること。

また、ドライシステムを導入していない調理場においてもドライ運用を図ること。
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汚染作業区分と非汚染作業区分
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汚染作業区分と非汚染作業区分
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ドライ使用及びドライ運用
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献立作成

●献立作成は、学校給食施設及び施設並びに人員等の能力に応じたものとするとともに、

衛生的な作業工程表及び作業動線となるよう配慮すること。

●高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等については、細菌の増殖等が起こらないよう

に配慮すること。

●保健所等から情報を収集し、地域における感染症、食中毒の発生状況に配慮すること。

●献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重

すること。
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学校給食用食品の購入

●学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委員会等を設ける等により、

栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること。

●保健所等の協力を得て、施設の衛生面及び食品の取扱いが良好で衛生上信用のおける

食品納入業者を選定すること。

●売買契約に当たって、衛生管理に関する事項を取り決める等により、業者の検便、

衛生環境の整備等について、食品納入業者に自主的な取組を促すこと。

●原材料及び加工食品について、製造業者若しくは食品納入業者等が定期的に実施する

微生物及び理化学検査の結果、又は生産履歴等を提出させること。
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納入業者及び食品の選定
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１ 食品選定のための委員会の設置

２ 納入業者の選定
（納品の製造や一次加工を委託する

場合も含む）

１ 発注
食品の選定

２ 検収
食品の品質確認
納入業者・納入容器チェック

３ 食品の管理・保管

１ 納入業者の衛生状況把握

２ 食品の安全確保

１ 納入業者への衛生指導

２ 委託業者への衛生指導



食品の検収

●あらかじめ定めた検収責任者が、食品の納入に立会し、毎日点検を行い、

記録すること。

●食品は、検収室において、専用の容器に移し替え、下処理室及び食品の

保管室に段ボール等を持ち込まないこと。

また、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう床面から６０ｃｍ以上

の高さの置台を設けること。
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!！注意点！!

非接触式温度計や秤は、使用後に汚れを拭き取り清潔に保つとともに、定期的に精度チェックを行うことが

大事です
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保存食

●保存食は、毎日、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ

ビニール袋等清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫にー２０℃以下で２週間以上

保存すること。

また、納入された食品の製造年月日若しくはロットが違う場合又は複数の釜で調理

した場合は、それぞれ保存すること。

●原材料は、洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で保存すること。ただし、卵につ

いては、全て割卵し、混合したものから５０ｇ程度採取し保存すること。
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定期及び日常の衛生検査
第１票 学校給食施設等定期検査票（年１回）

第２票 学校給食設備等の衛生管理定期検査票（年３回）

第３票 学校給食用食品の検収・保管等定期検査票（年３回）

第４票 調理過程の定期検査票（年１回）

第５票 学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票（年３回）

第６票 定期検便結果処置票（月２回以上）

第７票 学校給食における衛生管理体制定期検査票（年１回）

第８票 学校給食日常点検票（毎日）
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学校薬剤師等の協力を得て、定期に検査を行い、その実施記録を保管すること。



学校給食における危機管理
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【事故対応例】

●食中毒

●異物混入

●食物アレルギー

●窒息事故 等



学校給食における食中毒発生状況
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「令和元年度学校給食の衛生管理等に関する指導者講習会資料」より
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学校給食における食中毒発生状況

都道府県 設置者 原因菌等 発生日 有症者等 発生原因 備考

１ 栃木県 宇都宮市 ノロウイルス ５月11日 １９３名 不明 教職員７名

２ 島根県 松江市 サポウイルス 11月28日 ５２名 不明 教職員4名

３ 北海道 函館市 黄色ブドウ球菌

（推定）

12月18日 １５４名 不明 教職員3名
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平成３０年度の食中毒発生報告状況

「令和元年度学校給食の衛生管理等に関する指導者講習会資料」より



福島県の学校給食事故報告の推移
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※調理従事者の健康管理については、平成26年2月27日までは任意報告。
平成26年2月28日以降は、危機管理の観点から緊急に学校給食を停止した場合は、報告することとなっている。（平成26年2月27日25教健第847号）
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２ 改訂のポイント
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